
令和6年度

１　職員の任免及び職員数に関する状況
　(1) 職員の採用及び退職等の状況

※非常勤職員、再任用職員及び国等の派遣職員を含みません。
※採用は令和6年4月2日から令和7年4月1日まで、退職は令和6年4月1日から令和7年3月31日
までの間の人数です。

　(2) 部門別職員数の状況

※職員数には特別職、非常勤職員および再任用職員を含みません。

　(3) 等級及び職制上の段階ごとの職員数
　　職員給与と定員管理の状況のページに掲載しています。

２　職員の人事評価の状況
　　職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び業績を把握するための人事評価制度を
　導入し、評価結果は任用、給与、分限その他人事管理の基礎として活用しています。

３　職員の給与の状況
　　「赤磐市職員給与・定員管理等について」をご覧ください。
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４　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
　(1) 勤務時間の状況

※一般的な職員の場合です。勤務時間の開始時刻等は職場により異なる場合があります。

　(2) 休暇の状況
　　　職員の休暇制度は市の条例、規則で定められています。

　　○年次有給休暇
　　　暦年で20日付与します。年途中に採用された職員は採用日に応じた日数を付与します。

※令和6年1月1日から12月31日までの期間において全期間出勤した職員の平均です。

　　○特別休暇
　　　それぞれの取得要件に該当する場合、規則で定められた期間取得できます。

　　○介護休暇
　　　要介護者の介護をする場合、3回を超えず、かつ通算して6か月を超えない範囲内で指定
　　する期間取得できます。

　　○介護時間
　　　要介護者の介護をする場合、連続する3年の期間内において1日の勤務時間の一部で取得
　　できます。

５　職員の休業に関する状況
　(1) 休業等の状況
　　○育児休業
　　　3歳に満たない子を養育するため、子が3歳に達する日までを限度として休業することが
　　できます。なお、育児休業期間中は給与は支給されません。

※前年度から引き続いて取得している者を含みます。

　　○部分休業

　　　小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、1日の勤務時間の一部（2時間以内）
　　又は1年のうち10日に相当する時間について休業することができる制度であり、部分休業を
　　取得した時間の給与は支給されません。
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６ 職員の分限及び懲戒処分の状況
　(1) 分限処分の状況

　(2) 懲戒処分の状況

７　職員の服務の状況
　　地方公務員法第30条において、服務の根本基準として「すべての職員は、全体の奉仕者と
　して公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念
　しなければならない。」と規定されています。
　　また、同法第32条から38条において、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失
　墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務、政治的行為の制限、争議行為等の禁
　止、営利企業への従事等の制限が課せられています。

８　職員の退職管理の状況
　　地方公務員法第38の2及び第38条の6の規定に基づき、職員の退職管理の適正化を図ってい
　ます。
　　再就職者は、退職後2年間、契約や処分に関して、元の職場への働きかけが規制されてい
　ます。
　　また、退職後に営利企業等に就職した場合は、再就職の届出を義務付けています。
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９　職員の研修の状況
　(1) 市主催研修

　(2) 派遣研修
○公益財団法人岡山県市町村振興協会主催研修

○一般財団法人日本経営協会（NOMA）主催研修

○その他研修、セミナー

新規採用職員研修　計2回
研　　修　　名

新規採用保育士研修　計2回
初級研修（入庁3年目職員）
中級研修（入庁7年目職員）
上級研修（入庁10年目職員）

計3人

情報セキュリティ研修
DX研修　計2回
ゲートキーパー養成講座

CMS操作研修

計16人
計7人
計12人

受講者数
計15人
計8人

計235人

計23人

計295人
計15人
計12人

計53人

計50人
計23人

計21人

計22人

計10人
計7人
計7人

計8人

計107人

計18人計15講座

計5講座

新任係長研修
新任課長補佐研修
新任課長研修
役職定年研修
その他研修　計27講座

研　　修　　名
新規採用職員研修　計5回
イベント参加型研修（若手職員研修）　計18回
人事評価（被評価者）研修　計2回
接遇研修　計2回
災害対応研修　計2回
公務員倫理講座　計4回
認知症サポーター養成講座　計2回
メンタルヘルス研修　計2回
コンプライアンス研修　計2回

「事業を考えるための情報収集の仕方を学ぶ」研修
「課題ってなんだ？課題を見つける力（課題発見力）を見つけよう」研修

eラーニングによる情報連携に向けたセキュリティ基礎研修

受講者数
計39人
計32人
計24人

計32人

計46人
計27人
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１０　職員の福利及び利益の保護の状況
　(1) 健康管理
　　　職員の安全と健康確保を目的に労働安全衛生法に基づき健康診断等を実施しています。
　　○健康診断等の受診状況

　　○ストレスチェックの受検状況

　　○職員健康相談
　　　職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促し、公務能率の向
　　上を図るため、健康相談員による相談を毎月実施しています。

　(2) 福利厚生
　　　所属により岡山県市町村職員共済組合、岡山県市町村職員総合事務組合、公立学校共済
　　組合、岡山県教育職員互助組合に加入し、健康保険制度、年金制度、各種福利厚生事業が
　　適用されています。

　(3) ハラスメント対策
　　　ハラスメント及びハラスメントに起因する問題に関する相談窓口を設置し、随時相談に
　　対応しています。

　(4) 公務災害の発生状況

　(5) 公平委員会
　　地方公務員法第7条第4項の規定に基づき、公平委員会の事務を岡山県に委託しています。

公務災害
8件

通勤災害
1件

計
9件

受診者数
11人
359人
75人
45人

種　　類
一般職員：雇入れ時健康診断（新規採用職員）
　〃　　：定期健康診断
消防職員：定期健康診断(1回目)
　〃　　：定期健康診断(2回目)

受検者数
1094人

参加者数
48人
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